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成年後見人の職務
権利擁護

身上監護（法律行為）
介護保険利用の契
約・管理

要介護認定手続き
・施設入所契約

入院手続き

財産管理
金融機関との取引
日常的な生活費の
送金・日用品の購入
年金・賃貸料の収
入管理
不動産等の財産の
管理・保存

論壇
は
じ
め
に

成
年
後
見
制
度
が
2
0
0
0
年

（
平
成
12
年
）
4
月
に
発
足
し
て
14

年
と
な
り
、
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
第

三
者
後
見
人
の
選
任
割
合
も
平
成
25

年
に
は
57
・
8
％
に
至
っ
て
い
る
。

平
成
25
年
度
の
最
高
裁
判
所
成
年

後
見
関
係
事
件
の
概
況
に
よ
れ
ば
、

新
た
に
成
年
後
見
人
を
受
任
し
た
件

数
は
税
理
士
が
全
国
で
81
件
で
あ

り
、
司
法
書
士
7
2
9
5
件
、
弁
護

士
5
8
7
0
件
、
社
会
福
祉
士
3
3

3
2
件
、
行
政
書
士
8
6
4
件
に
比

べ
は
る
か
に
及
ば
な
い
。

ま
た
、
平
成
26
年
9
月
現
在
で
の

東
京
税
理
士
会
（
以
下
「
東
京
会
」

と
称
す
）
48
支
部
の
う
ち
成
年
後
見

委
員
会
の
あ
る
支
部
は
7
支
部
だ
け

で
あ
る
。

し
か
し
、
東
京
会
の
会
員
の
う
ち

現
在
、
成
年
後
見
人
養
成
研
修
修
了

者
は
約
6
5
0
名
、
東
京
家
庭
裁
判

所
へ
の
推
薦
登
録
者
が
約
2
6
0
名

お
り
、
決
し
て
こ
の
制
度
に
会
員
が

無
関
心
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の

で
あ
る
。

私
は
東
京
会
杉
並
支
部
に
お
い
て

成
年
後
見
特
別
委
員
会
委
員
長
の
職

を
拝
命
し
て
4
年
目
に
な
る
。
当
支

部
は
平
成
18
年
に
一
般
社
団
法
人

「
杉
並
区
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
」
と

「
成
年
後
見
人
等
候
補
者
の
推
薦
に

関
す
る
協
定
書
」
を
結
び
、
後
見
人

候
補
者
と
し
て
会
員
を
セ
ン
タ
ー
へ

推
薦
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。

地
域
と
し
て
は
他
の
支
部
に
比
べ

恵
ま
れ
た
環
境
で
は
あ
る
が
、
支
部

会
員
へ
の
後
見
制
度
の
理
解
の
難
し

さ
を
痛
感
し
て
い
る
。

支
部
会
員
の
後
見
人
受
任
に
対
す

る
危
惧
は
こ
の
制
度
が
①
税
理
士
業

務
と
両
立
で
き
る
の
か
と
い
う
点
と

②
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り
立
つ
の
か

と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
議
論
は

す
で
に
杉
並
支
部
会
報
94
号
（
2
0

1
4
年
1
月
号
）
で
支
部
委
員
達
に

よ
る
誌
上
座
談
会
を
行
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
最
近
に
お
け
る
低
所
得

者
の
法
定
後
見
制
度
に
つ
い
て
、
ビ

ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り
立
つ
の
か
と
い

う
危
惧
に
つ
い
て
再
考
す
る
。

専
門
職
後
見
人
に
と
っ
て
報
酬
問

題
は
非
常
に
重
要
な
関
心
事
の
た

め
、
適
正
な
報
酬
シ
ス
テ
ム
を
整
備

し
な
い
限
り
、
専
門
職
後
見
の
適
切

な
発
展
を
望
む
こ
と
は
で
き
な

い（
注
1
か
ら
で
あ
る
。

1

低
額
な
後
見
報
酬
の
付
与
と
そ
の
理
由

現
在
の
民
法
学
で
は
成
年
後
見
制

度
の
対
象
者
は
財
産
の
あ
る
人
た
ち

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
成
年
後
見
制
度

が
成
年
被
後
見
人
等
の
身
上
監
護
と

財
産
管
理
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ

る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

そ
も
そ
も
成
年
後
見
制
度
は
無
報

酬
が
原
則
で
あ
る
。
成
年
後
見
人
等

へ
の
報
酬
付
与
（
有
償
後
見
）
は
あ

く
ま
で
例
外
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、

家
庭
裁
判
所
に
対
し
て
報
酬
付
与
申

立
て
を
お
こ
な
い
、
報
酬
額
の
決
定

は
家
庭
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ

て
い
る（
注
2
。

無
償
が
原
則
で
あ
る
か
ら
報
酬
も

低
額
で
あ
る
。

こ
の
報
酬
額
の
判
断
基
準
に
つ
い

て
は
家
庭
裁
判
所
が
提
示
し
て
い

る（
注
3
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
「
基
本
報
酬
」
の

額
は
、
月
額
2
万
円
で
、
管
理
財
産

額
が
高
額
な
場
合
に
増
額
さ
れ
、
ま

た
身
上
監
護
等
に
特
別
困
難
な
事
情

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
基
本
報
酬
額

の
50
％
の
範
囲
内
で
相
当
額
の
報
酬

を
付
加
さ
れ
る
。

こ
の
家
庭
裁
判
所
の
報
酬
の
判
断

基
準
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い

る
か
の
調
査
が
あ
る（
注
4
。

調
査
結
果
に
よ
る
と
、
①
後
見
報

酬
は
、
利
用
者
の
金
融
資
産
が
多
い

ほ
ど
多
く
な
る
②
不
動
産
売
却
、
遺

産
、
受
取
保
険
金
等
の
特
別
な
業
務

に
よ
っ
て
利
用
者
の
金
融
資
産
を
増

や
す
ほ
ど
報
酬
が
多
く
な
る
③
身
上

監
護
の
労
働
量
は
考
慮
さ
れ
な
い
等

が
認
め
ら
れ
る
。

報
酬
付
与
の
有
無
の
状
況
を
み
る

と
、
報
酬
を
受
け
て
い
る
人
の
割
合

が
全
体
の
8
割
で
、
報
酬
を
受
け
て

い
な
い
人
の
割
合
は
2
割
で
あ
っ

た
。
そ
の
う
ち
第
三
者
後
見
人
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
報
酬
付
与
を
受
け

て
い
る
が
、
親
族
後
見
人
は
、
全
体

の
約
8
割
の
人
が
報
酬
を
受
け
取
っ

て
い
な
か
っ
た（
注
5
。
後
見
人
等
が

受
け
取
っ
て
い
る
1
ヵ
月
あ
た
り
の

平
均
報
酬
額
を
み
る
と
、
約
3
万
円

で
あ
っ
た
。

2

な
ぜ
報
酬
助
成
制
度
の
導
入
・
拡
充

が
必
要
か

高
齢
化
社
会
へ
の
進
展
に
と
も
な

い
、
身
寄
り
の
な
い
生
活
困
窮
者
の

成
年
後
見
利
用
も
増
加
し
て
お
り
、

成
年
後
見
人
等
の
報
酬
を
負
担
で
き

な
い
経
済
的
困
窮
者
が
増
加
し
て
い

る
。ま

た
、
成
年
後
見
人
が
成
年
被
後

見
人
の
た
め
に
行
っ
た
労
力
が
報
酬

に
反
映
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
ら

ず
、
専
門
職
と
し
て
の
受
任
を
た
め

ら
わ
せ
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ

て
い
る
。

「
報
酬
の
支
払
い
が
ネ
ッ
ク
に
な

り
、
制
度
を
活
用
し
な
い
、
と
い
う

実
態
が
あ
る
。
ま
た
、
低
所
得
者
や

生
活
保
護
受
給
者
等
は
報
酬
負
担
が

で
き
な
い
こ
と
で
、
制
度
の
利
用
自

体
が
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
関
係
者

も
多
い
。
実
際
に
受
任
す
る
側
か
ら

考
え
る
と
、
報
酬
の
多
寡
に
よ
っ
て

後
見
活
動
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な

く
、
む
し
ろ
低
所
得
者
等
の
ほ
う

が
、
社
会
資
源
の
活
用
の
選
択
肢
が

狭
ま
る
た
め
に
、
後
見
人
と
し
て
の

対
応
が
多
く
な
る
、
と
い
う
傾
向
が

あ
り
、
正
当
な
報
酬
が
得
ら
れ
ず
に

活
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
問

題
が
あ
る
。」（
注
6

こ
の
困
窮
者
の
対
策
は
①
成
年
後

見
制
度
利
用
支
援
事
業
等
の
利
用
推

進
に
よ
る
か
②
市
民
後
見
制
度
の
導

入
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い（
注
7
。

現
行
民
法
8
6
2
条
（
平
成
11
年

改
正
）
は
被
後
見
人
の
財
産
の
中
か

ら
相
当
な
報
酬
を
支
払
う
こ
と
が
原

則
で
あ
る
。
そ
こ
で
資
力
の
な
い
も

の
は
後
見
制
度
を
利
用
で
き
な
い
こ

と
と
な
る（
注
8
。

こ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
成
年
後
見
の

申
立
て
費
用
や
後
見
報
酬
の
一
部
の

費
用
を
助
成
す
る
こ
と
で
後
見
制
度

の
利
用
を
促
す
支
援
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
支
援
事
業
は
後
見
制
度
の
社

会
福
祉
面
に
対
す
る
公
的
責
任
の
履

行
と
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
利
用
し
に

く
い
制
度
で
も
あ
る（
注
9
。

3

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
に
よ

る
報
酬
助
成
の
制
度
の
限
界

後
見
制
度
の
利
用
者
が
低
所
得
者

の
場
合
に
報
酬
を
助
成
す
る
制
度
が

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
で
あ

る
。
こ
の
報
酬
助
成
は
自
治
体
が
独

自
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
家

庭
裁
判
所
に
よ
る
報
酬
付
与
決
定
を

受
け
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

家
庭
裁
判
所
が
利
用
者
の
資
産
を

基
準
と
し
て
報
酬
付
与
を
決
定
す
る

場
合
、
付
与
を
認
め
な
け
れ
ば
こ
の

利
用
支
援
事
業
の
報
酬
助
成
は
機
能

し
な
い
こ
と
と
な
る（
注
10
。

現
在
の
利
用
支
援
事
業
は
、
自
治

体
が
要
綱
を
作
成
し
、
事
業
の
形
式

で
行
わ
れ
て
お
り
、
予
算
に
応
じ
て

低
所
得
者
を
支
援
す
る
し
く
み
と
な

っ
て
い
る（
注
11
。

し
か
し
、
自
治
体
の
財
政
事
情
や

周
知
の
不
足
か
ら
未
だ
こ
の
利
用
制

度
が
潤
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
状
況
に
あ
る（
注
12
。

さ
ら
に
助
成
の
内
容
が
申
立
て
経

費
に
と
ど
ま
り
、
報
酬
助
成
が
適
用

さ
れ
て
い
な
い
自
治
体
も
あ
る
。

ま
た
、
報
酬
助
成
額
は
在
宅
28
千

円
、
施
設
18
千
円
を
上
限
と
し
て
い

る
自
治
体
が
多
い（
注
13
。

東
京
都
で
は
、
4
分
の
1
弱
の
自

治
体
で
は
報
酬
助
成
制
度
を
有
し
て

お
ら
ず
、
報
酬
助
成
制
度
を
有
し
て

い
る
自
治
体
で
も
、
そ
の
大
半
が
報

酬
助
成
の
対
象
を
市
区
町
村
長
申
立

事
案
に
限
定
し
て
お
り
、
成
年
後
見

申
立
の
主
流
で
あ
る
親
族
申
立
・
本

人
申
立
を
対
象
と
し
て
い
な
い（
注

14
。成

年
後
見
制
度
は
申
請
主
義
を
原

則
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
財
政
的

な
問
題
か
ら
実
施
し
な
い
市
区
町
村

が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
容
認
す
る

現
状
で
は
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し

て
の
機
能
は
働
か
な
い（
注
15
。

4

公
益
信
託
成
年
後
見
助
成
基
金
の
現
状

（
公
社
）
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
で
は
、
行
政
で

報
酬
助
成
の
体
制
が
整
う
ま
で
の
民

間
で
の
つ
な
ぎ
と
い
う
位
置
づ
け

で
、「
公
益
信
託

成
年
後
見
助
成

基
金
」
が
あ
り
、
報
酬
が
助
成
さ
れ

て
い
る
が
、
平
成
24
年
に
は
申
請
者

数
は
3
0
3
名
、
給
付
額
は
3
千
万

円
を
突
破
し
、
基
金
の
不
足
が
深
刻

な
状
態
に
あ
る
と
い
う（
注
16
。

平
成
26
年
度
の
第
14
回
成
年
後
見

助
成
基
金
の
募
集
要
項
に
よ
れ
ば
、

内
容
は
被
後
見
人
1
人
に
月
額
一
万

円
で
最
大
5
年
間
報
酬
助
成
（
報
酬

付
与
申
し
立
て
を
し
て
い
な
い
期

間
）
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

5

社
会
全
体
で
支
え
て
い
く
と
い
う
考
え
方

後
見
制
度
の
運
用
面
の
課
題
の
議

論
は
す
で
に
相
当
蓄
積
さ
れ
て
い

る
。

管
理
す
べ
き
財
産
の
な
い
低
所
得

者
に
つ
い
て
は
、
法
定
後
見
制
度
の

利
用
対
象
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
判
断
能
力
が
不
十
分
な
状
態

で
財
産
が
な
い
方
も
、
成
年
後
見
制

度
の
利
用
の
対
象
と
捉
え
る
必
要
が

あ
る（
注
17
。

成
年
後
見
人
の
職
務
の
対
価
を
正

当
に
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

後
見
人
を
受
任
さ
れ
た
専
門
職
後

見
人
は
報
酬
額
の
多
寡
が
必
ず
し
も

決
定
的
な
要
因
で
は
な
い
よ
う
に
思

う
。
例
え
ば
、
社
会
福
祉
士
会
の
団

体
で
あ
る
「
ぱ
あ
と
な
あ
」
の
受
任

状
況
（
2
0
1
3
年
2
月
報
告
書
）

を
み
て
も
社
会
福
祉
士
の
個
人
受
任

者
は
全
国
で
3
7
8
1
名
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
1
件
の
み
の
受
任
者
が
1

5
4
6
名
（
個
人
受
任
者
の
40
％
）

で
あ
る
。
ま
た
報
酬
助
成
額
は
18
千

円
〜
30
千
円
未
満
が
2
8
3
件
（
全

件
数
の
71
％
）
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
わ
が
国
の
専
門
職
後

見
の
大
半
は
、純
粋
な
営
利
活
動（
職

業
的
活
動
）と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ

事
実
上
の
公
益
活
動
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る（
注
18
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
け

る
低
所
得
者
の
後
見
人
に
対
す
る
報

酬
助
成
に
つ
い
て
は
、
東
京
会
と
し

て
助
成
基
金
を
つ
く
り
、
制
度
の
促

進
を
は
か
る
方
法
が
あ
ろ
う
。
報
酬

助
成
の
公
的
な
体
制
が
整
う
ま
で
、

私
は
む
し
ろ
成
年
後
見
受
任
者
の
税

理
士
会
会
費
の
免
除
を
提
案
し
た

い
。
い
く
つ
か
の
整
合
を
要
す
る
会

則
手
続
き
は
あ
ろ
う
が
、
会
員
の
東

京
会
へ
の
後
見
事
務
報
告
を
求
め
る

点
お
よ
び
倫
理
の
点
か
ら
も
実
り
あ

る
方
法
と
思
う
。

税
理
士
と
成
年
後
見
制
度

―
低
所
得
者
に
対
す
る
後
見
報
酬（
報
酬
の
付
与
）に
つ
い
て

早乙女信夫
【杉並】

注
1
）
上
山
泰「
専
門
職
後
見
人
と
身
上
監
護

第
2
版
」Ｐ
26
民
事
法
務
研
究
会（
2
0
1
0
）

注
2
）
上
山

前
掲

注
1
Ｐ
26

注
3
）
平
成
23
年
4
月
1
日
横
浜
家
庭
裁
判

所
「
成
年
後
見
人
等
の
報
酬
額
の
め
や
す
」

注
4
）
東
京
大
学
市
民
後
見
研
究
実
証
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
「
成
年
後
見
の
実
務
的
・
理
論
的

体
系
化
に
関
す
る
研
究
（
平
成
23
・
24
年
度

厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金

障
害
者

対
策
総
合
研
究
事
業

総
合
研
究
報
告
書
）」

（
2
0
1
2
）17
・
1
・
9
。
後
見
報
酬
の

状
況
よ
り

注
5
）
平
成
25
年
1
月
1
日

東
京
家
庭
裁

判
所

東
京
家
庭
裁
判
所
立
川
支
部
「
成
年

後
見
人
の
報
酬
額
の
め
や
す
」で
は「
な
お
、

親
族
の
成
年
後
見
人
等
は
、
親
族
で
あ
る
こ

と
か
ら
申
立
て
が
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
参

考
に
事
案
に
応
じ
て
減
額
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。」
と
記
載
が
あ
る
。

注
6
）
「
成
年
後
見
制
度
と
そ
の
運
用
の
改
善

に
関
す
る
意
見
」（
社
）
日
本
社
会
福
祉
士

会
（
2
0
1
0
・
11
・
16
）

家
庭
裁
判
所
へ
の
改
善
を
求
め
る
事
項

（
論
点
）
よ
り

注
7
）
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
報
酬
助
成

の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
分
析
並
び
に
自
由
記
載

欄
ま
と
め

（
公
社
）
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ

ポ
ー
ト
東
京
支
部
支
部
長

川
口

純
一
平

成
25
年
8
月
19
日

注
8
）
当
初
の
民
法
改
正
案
で
は
「
成
年
後

見
人
に
報
酬
を
支
払
う
資
力
の
な
い
人
に
つ

い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
」
と
さ
れ
た
。
Ｑ
＆
Ａ
成
年
後
見
制
度
要

綱
試
案
の
す
べ
て

野
田
愛
子
ほ
か
共
著

Ｐ
1
3
7
（
1
9
9
8
）

注
9
）
「
法
務
省
と
厚
生
労
働
省
が
所
管
で
あ

る
が
、
法
務
省
で
登
記
以
外
の
業
務
を
担
当

す
る
部
局
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
・
・
厚
生
労

働
省
で
は
老
健
局
と
社
会
・
援
護
局
の
双
方

が
成
年
後
見
制
度
に
か
か
わ
る
中
で
・
・
ど

う
な
っ
て
い
る
か
外
部
の
人
間
に
は
理
解
が

難
し
い
」

公
的
助
成
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
利
用
支

援
事
業
の
位
置
づ
け
と
意
義

佐
藤

彰
一

実
践
成
年
後
見

№
28
Ｐ
4（
2
0
0
9
年
）

注
10
）
上
山
泰
「
専
門
職
後
見
人
の
現
状
と

市
民
後
見
人
シ
ス
テ
ム
の
充
実
に
む
け
て
」

実
践
成
年
後
見
人

№
28
（
2
0
0
9
）

Ｐ
67

注
11
）
「
後
見
費
用
・
報
酬
負
担
の
あ
り
方

と
制
度
設
計

社
会
福
祉
法
制
の
視
点
か
ら

の
検
討
」
石
田
道
彦

Ｐ
21
実
践

成
年
後

見

№
50
（
2
0
1
4
）

注
12
）
「
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
に

お
け
る
運
用
上
の
課
題
」
山
口

理
恵
子

京
都
光
華
女
子
大
学
研
究
紀
要

第
47
号
、

（
2
0
0
9
年
）
Ｐ
2
8
3
―
2
9
3

注
13
）
「
在
宅
2
8
0
0
0
円
、
施
設
1
8

0
0
0
円
を
上
限
と
考
え
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
報
酬
単
価
と
し
て
参
考
と
さ
れ
た
い
」

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
に
関
す
る
Ｑ

＆
Ａ

平
成
12
年
7
月
3
日
厚
生
労
働
省
老

健
局
計
画
課
長

注
14
）
（
公
社
）
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー

ガ
ル
サ
ポ
ー
ト

前
掲
注
7

注
15
）
山
口

前
掲
注
12
Ｐ
2
8
9

注
16
）
（
公
社
）
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー

ガ
ル
サ
ポ
ー
ト

前
掲
注
7

注
17
）

「
成
年
後
見
人
の
職
務
」
山
口

春

子

東
京
成
徳
大
学
研
究
紀
要

第
18
号

（
2
0
1
1
）
Ｐ
70

注
18
）
上
山

前
掲
注
1
Ｐ
4
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